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　本
年
12

月
２
日
に
、
現
行
の
保
険
証

の
廃
止
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

場
合
、
新
た
に
健
康
保
険
に
加
入
す
る

人
や
健
康
保
険
を
変
更
し
た
人
、
保
険

証
を
紛
失
し
た
人
へ
の
保
険
証
の
発
行

は
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

　12

月
２
日
以
降
、
医
療
機
関
を
受
診

す
る
と
き
は
、
マ
イ
ナ
保
険
証
（
健
康

保
険
証
利
用
登
録
を
行
っ
た
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
）
か
資
格
確
認
書
、
ま
た

は
有
効
期
限
が
切
れ
て
い
な
い
保
険
証

の
い
ず
れ
か
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　社
会
保
険
の
保
険
証
は
、
経
過

措
置
と
し
て
最
長
令
和
７
年
12
月

１
日
ま
で
使
う
こ
と
が
で
き
ま

す
。
詳
し
く
は
、
勤
務
先
ま
た
は

加
入
し
て
い
る
医
療
保
険
者
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　現
在
お
持
ち
の
国
民
健
康
保

険
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
の
保

険
証
は
、
有
効
期
限
（
最
長
令
和

７
年
７
月
31
日
）
が
切
れ
る
ま
で

は
使
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

12
月
２
日
か
ら

マ
イ
ナ
保
険
証
が
基
本
に

マ
イ
ナ
保
険
証
の
な
い
人
へ

資
格
確
認
書
を
交
付
し
ま
す

　社
会
保
険
の
保

険
証
は
12
月
２
日

　今
持
っ
て
い
る

保
険
証
は
使
え
な

く
な
り
ま
す
か
？

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
健
康
保
険
証
が
一
体
化
し
ま
す

国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に
加
入
の
皆
さ
ん
へ

確
認
書
を
交
付
し
ま
す
。

① 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
持
っ
て
い

な
い
人

② 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
保
険
証
利

用
（
マ
イ
ナ
保
険
証
）
登
録
を
し
て
い

な
い
人

③ 

Ｄ
Ｖ
被
害
者
な
ど
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ

ル
や
医
療
機
関
な
ど
で
自
己
負
担
情

報
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
人　

④ 

マ
イ
ナ
保
険
証
の
利
用
登
録
解
除
を

希
望
す
る
人

⑤ 

マ
イ
ナ
保
険
証
を
破
損
な
ど
に
よ
っ

て
再
交
付
申
請
中
の
人

⑥ 

そ
の
ほ
か
マ
イ
ナ
保
険
証
で
の
受
診

が
困
難
な
人

　①
～
③
に
該
当
す
る
人
に
は
、
保
険

証
の
有
効
期
限
が
切
れ
る
前
に
、
市
か

ら
郵
送
で
資
格
確
認
書
を
交
付
し
ま

す
。　④

～
⑥
に
該
当
す
る
人
は
、
交
付
に

申
請
が
必
要
で
す
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
や
運
転
免
許
証
な
ど
の
身
分
証

マイナ保険証登録をした

マイナンバーカード

をご利用ください

お持ちの保険証の有効期限が

切れた後、または12月２日

以降に加入の人が、医療機関

を受診する際は

ち
ょ
っ
と
気
に
な
る

Ｑ
＆
Ａ

▼
 国民健康保険の

資格確認書

▼
 後期高齢者医療

　保険の資格確認書

または、

資格確認書

　国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
に
加
入
し
て
い
て
、
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
人
に
は
、
市
か
ら
資
格

以
降
も
使
え
ま
す
か
？
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【 

問
い
合
わ
せ
】 

▼
本
館
国
保
医

療
課
（
緯

41-

３
５
８
３
）
▼
各
総

合

支

所

健

康

福

祉

係
（

大

迫

☎

41-

３

１

２

７

、

石

鳥

谷

☎

41-

３
４
４
７
、
東
和
☎

41-

６
５
１
７
）

　お
持
ち
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に

保
険
証
利
用
（
マ
イ
ナ
保
険
証
）
登
録
を

す
る
に
は
、
次
の
方
法
が
あ
り
ま
す
。

◦ 

医
療
機
関
の
窓
口
に
あ
る
カ
ー
ド

リ
ー
ダ
ー
を
使
っ
て
登
録

③医療費を節約できる

　紙の保険証よりも、医療費が１回につき20円安くなり、自己負

担額が低くなります。

　保
険
の
変
更
に
よ
る
マ
イ
ナ
保

険
証
の
再
度
の
登
録
手
続
き
は
必

要
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
こ
れ

ま
で
ど
お
り
保
険
者
へ
の
脱
退
・

加
入
の
届
け
出
は
必
要
で
す
。

　マ
イ
ナ
保
険
証
の
登
録
を
行

う
か
、
資
格
確
認
書
の
交
付
申

請
を
し
て
く
だ
さ
い
。
マ
イ
ナ

保
険
証
の
登
録
方
法
は
、
上
記

で
紹
介
し
て
い
ま
す
。

※ 

12
月
１
日
ま
で
は
保
険
証
の
再

発
行
が
可
能
で
す

①限度額認定証が一つに

　医療費の負担割合のほ

か、高額療養費の限度額

の情報も記録。医療機関

窓口での支払い負担が軽

減します。

②診療・薬の情報が一つに

　特定健診やお薬・診療情報を医

師や薬剤師と共有できるので、薬

の重複を防ぐなど、治療に役立て

ることができます。

※本人の同意が必要です

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に

マ
イ
ナ
保
険
証
の
登
録
を

マ
イ
ナ
保
険
証

医
療
機
関
で
の
使
い
方

マ
イ
ナ
保
険
証
の
メ
リ
ッ
ト

▼
 厚生労働省の

ホームページ

▼

 マイナポータル

▼
 マイナ保険証対応を示すステッカー

◦ 

セ
ブ
ン
銀
行
Ａ
Ｔ
Ｍ
を
使
っ
て
登
録

　そ
れ
ぞ
れ
の
詳
し
い
登
録
手
順
な
ど

　現
在
、
各
医
療
機
関
に
は
マ
イ
ナ
保

険
証
の
対
応
が
義
務
化
さ
れ
て
い
ま

す
。
マ
イ
ナ
保
険
証
に
対
応
し
て
い
る

医
療
機
関
に
は
、
ス
テ
ッ
カ
ー
や
ポ
ス

タ
ー
が
掲
示
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
ご

確
認
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
厚
生
労
働
省

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
、
対
応
し
て
い

る
医
療
機
関
を
確
認
す
る
こ
と
も
で
き

ま
す
。

　転
職
し
て
加
入

す
る
保
険
が
変
わ

り
ま
し
た
。
マ
イ

を
お
持
ち
の
上
、
本
館
国
保
医
療
課
ま

た
は
各
総
合
支
所
健
康
福
祉
係
へ
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

④
に
該
当
す
る
人
の
申
請
は
現
在
受

け
付
け
中
で
す
。
⑤
⑥
に
該
当
す
る

人
は
12

月
２
日
か
ら
受
け
付
け
ま
す

　社
会
保
険
に
加
入
し
て
い
て
、
マ

イ
ナ
保
険
証
を
持
っ
て
い
な
い
人
に

は
、
勤
務
先
な
ど
か
ら
資
格
確
認
書

が
交
付
さ
れ
ま
す
。

　保
険
証
を
失
く
し

ま
し
た
。
病
院
を
受

診
す
る
に
は
ど
う
す

れ
ば
い
い
で
す
か
？

 

◦ 

パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ホ
で

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
に
ロ

グ
イ
ン
し
登
録
（
＊
）

は
、
厚
生
労
働
省
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

カ
ー
ド
の
交
付
申
請
が
必
要
で
す
。
申

請
方
法
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
本
館
市

民
登
録
課
（
☎

41-

３
５
４
７
）
へ
お
問

い
合
わ
せ
い
た
だ
く
か
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

　医
療
機
関
受
診
時
は
、
窓
口
に
あ
る

カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
を
置
い
て
く
だ
さ
い
。
顔
認
証

ま
た
は
暗
証
番
号
を
入
力
し
、
本
人
確

認
を
行
い
ま
す
。

診
療
、
服
薬
、
検

診
情
報
の
利
用
に

つ
い
て
同
意
の
確

認

を

行

っ

た

ら

受
け
付
け
完
了
で

す
。

＊ 

本
館
国
保
医
療
課
ま
た
は
各
総
合
支

所
健
康
福
祉
係
に
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ

ル
を
利
用
で
き
る
パ
ソ
コ
ン
を
設
置

し
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く

だ
さ
い

ナ
保
険
証
を
登
録
し
直
さ
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
か
？

　な
お
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
お

持
ち
で
な
い
人
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー


